
資料５

平成２１年度概算要求の概要

（厚生労働省医政局）

平成２１年度概算要求額 ２，４７３億５千４百万円

平成２０年度予 算 額 １，９６７億６千７百万円

差 引 増 △ 減 額 ５０５億８千８百万円

対 前 年 度 伸 率 １２５．７％

（注）上記計数には、「★厚生労働科学研究費補助金１７５億８千９百万円（平成２０年

度１４３億７千６百万円）」等は含まない。
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主 要 施 策

１．医師等人材確保対策の推進

５９，５５６百万円（３７，４１２百万円）
うち、医師確保対策の推進 ３６，８０８百万円（１６，０６８百万円）

勤務医の勤務状況の改善、業務負担の軽減を図るとともに、特に業務負担

の多い勤務医等に対する支援、離職防止・復職支援を進め、勤務医の過重

な労働の緩和を図る

（１）救急・産科・へき地医療を担う勤務医等への支援 ９，６３７百万円

① 救急医療を担う医師の支援（新規） ４，０９０百万円

救急医療の中でも特に過酷な夜間・休日の救急を担う勤務医の手当への財政的支援を

行う。

② 産科医療を担う医師の支援（新規） ３，６７７百万円

地域でお産を支えている産科医の手当への財政的支援を行う。

③ へき地医療を担う医師の支援（新規） １３６百万円

へき地に派遣される医師の移動などに要する手当への財政的支援を行う。

④ 医師確保困難地域へ派遣される医師の支援（新規） １，７３４百万円

地域の医療機関の協力により医師確保困難地域へ派遣される医師の手当への財政的支

援を行う。

（２）勤務医等の勤務状況の改善・業務負担の軽減 ３，３１１百万円

短時間の勤務制度や夜勤明けの連続勤務を行わないようにするための交代勤務制を導

入する病院に対し、代替職員の雇い上げに必要な経費の支援を行う。

また、医師事務作業補助者の設置・充実を図るため、書類記載の代行等を行う専門的

知識の習得を目的とする研修に参加させる病院に対し、代替職員の雇い上げに必要な経

費の支援を行う。

① 短時間正規雇用を導入する病院に対する支援（新規） ２，０７１百万円

「短時間正規雇用」の導入により、勤務医の過重労働の軽減及び女性医師の出産・

育児等と勤務との両立を可能とし、医師の離職防止・復職支援を図る。
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② 医師事務作業補助者を設置する病院に対する支援（新規） ８１５百万円

医師の業務負担を軽減するために、書類記載、オーダリングシステムへの入力など

を行う医師事務作業補助者の設置・充実を図る。

（３）医師と看護師等の役割分担・協働の推進 ３，０７４百万円

① 医師と看護師等との協働の充実

看護師の薬剤の投与量調整や療養生活指導等の技術、助産師の正常なお産の進行管理

等の技術を向上させる研修を行うことにより、看護師や助産師がその能力を活かすとと

もに、産科医等の負担の軽減や院内助産所・助産師外来開設を促進する。

（４）臨床研修病院等への支援 １，５７９百万円

医師不足問題が深刻な地域や産科・小児科・救急医療等に貢献する臨床研修病院等の

研修経費に対する支援の充実に加え、新たに外部講師の招へいに必要な経費等を支援す

ることにより、臨床研修の質の向上を確保しつつ、研修医の都市集中の是正促進を図

る。

（５）補償制度・医療事故における死因究明 ５２８百万円

医師等が萎縮することなく医療が行える環境を整備するため、医療事故における死亡

の死因究明・再発防止を行う仕組みの検討や出産に起因して重度脳性まひとなった者へ

の速やかな補償を行うなど産科医療補償制度（平成２１年1月開始予定）の円滑な運用

を進める。

（６）看護職員の資質の向上と確保対策 １０，３４４百万円

新人看護師に対する研修を推進するためのモデル事業を引き続き実施するととも

に、多様な勤務形態により看護職員を活用している医療機関の事例を普及することに

より看護職員の就業の促進を図る。

更に、助産師については、都道府県に助産師確保・連携策等を協議する「助産師確

保連絡協議会」の設置の促進を図るとともに、潜在的助産師等の復職のための研修を

行い、産科診療所での就業を促進する。

なお、看護職員の中長期的な需給見通しについて検討を行う。
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２．地域で支える医療の推進

５９，３３６百万円（３４，８０２百万円）

人々が地域で安心して生活できるよう、救急医療をはじめとする地域医療

体制の確保を図る

（１）救急医療の改善策の推進 ２３，０６７百万円

① 救急医療を担う医師の支援（再掲） ４，０９０百万円

救急医療の中でも特に過酷な夜間・休日の救急を担う勤務医の手当への財政的支援を

行う。

② 救急医療の充実 ８，５１３百万円

夜間・休日に小児の軽症患者の診療を行う小児初期救急センターの運営を支援すると

ともに、入院治療が必要な救急患者を受け入れる医療機関（第二次救急医療機関）に対

して、救急患者の受入れ実績等を踏まえた支援などを行う。また、重篤な救急患者を２

４時間体制で受け入れる救命救急センター（第三次救急医療機関）の整備を推進する。

③ 管制塔機能を担う救急医療機関に対する支援（新規） ３，８２９百万円

平時から地域全体の医療機関の専門性に関する情報を共有し、病状に応じた適切な医

療を提供できる医療機関・診療科へ患者を振り分ける体制を整備する。

④ 救急医療機関での受入を確実なものとする支援策の実施（新規） １，１００百万円

夜間・休日における第二次救急医療機関を地域の診療所医師に応援してもらうため

に、診療所医師の手当への財政的支援を行う。

（２）ドクターヘリ導入促進事業の充実 ２，０９２百万円

早期治療の開始と迅速な搬送による救命率の向上を図るため、ドクターヘリ（医師が同乗

する救急医療用ヘリコプター）事業を推進する。また、昼間の利用にとどまっているドクタ

ーヘリを夜間にも利用することができるように夜間搬送の照明器具の設置等を行う。



4

（３）産科医療の確保 ４，９２７百万円

① 産科医療を担う医師の支援（新規） ３，６７７百万円

地域でお産を支えている産科医の手当への財政的支援を行う。

② 産科医療の確保 １，２５０百万円

出生数の少ない地域における産科医療機関の運営等への財政的支援を行う。

（４）女性医師・看護師等の離職防止・復職支援の実施 ５，４７７百万円

医療機関に勤務する女性医師・看護師等の乳幼児の保育に対する相談や保育にあたる

者の紹介及び病院内保育所の運営等への財政的支援を行うことなどにより育児と勤務と

の両立を安心して行うことのできる環境を整備する。

① 医療機関に勤務する女性医師等の乳幼児の保育に対する支援（新規） １８１百万円

女性医師の勤務形態に応じて保育にあたる者や場所の紹介及び女性医師特有の問題

について相談に応じるための受付・相談窓口を設置し、女性医師の離職防止及び再就

業の促進を図る。

（５）医療機関の耐震化の促進 １，８２１百万円

災害拠点病院をはじめとする医療機関の耐震化工事への財政的支援を行う。

（６）未収金対策への支援 ６０百万円

未収金対策として、医療機関が実施する実践的な取組や医療機関と保険者等との連携

の強化のために有効な事業に対して財政的支援を行う。

（７）医療分野の情報化の推進 ８３３百万円

電子カルテ導入等の医療分野の情報化の推進や遠隔医療の設備整備に対する支援によ

る地域医療の充実を図る。
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（８）へき地などの保健医療対策の充実 ２，９２３百万円

へき地に派遣される医師の移動などに要する手当への財政的支援を行うことによ

り、へき地・離島の診療所に対する支援の充実を図るとともに、新たなへき地保健医

療計画策定のための検討会を設ける。

（９）医師等と患者・家族の協働の推進 ５９１百万円

医師等と患者・家族との相互理解を推進するため、相談員を育成することなどにより

医療機関内の相談機能を充実させる。また、軽症患者による夜間の救急外来利用の適正

化などに関する普及啓発等を行う。

（10）住み慣れた地域や家庭で療養が受けられる体制の充実 ６４１百万円

訪問看護事業所の看護の質の向上及び人材育成等を図るため、管理者の管理能力向上

のための研修等を行うとともに、居宅での緩和ケアに関する専門研修などを行い在宅医

療の推進を図る。

（11）歯科保健医療の普及向上 ８４６百万円

歯科医療関連職種の需給など今後の歯科医療の問題について検討を進めるとともに、在

宅歯科医療、口腔ケア等に係る歯科医師等を養成することにより８０２０運動をさらに推

進する。
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３．革新的医薬品・医療機器の研究開発の促進

２９，７５０百万円（２６，３４０百万円）

医療ニーズが高い技術、遺伝子治療、再生医療、ナノテクノロジー等を活

用した「革新的技術」の開発・普及の推進を図る

（１）医薬品・医療機器に関する研究費の重点化・拡充 ２６，３４５百万円

がん、精神神経疾患、難病等の重大疾病領域、希少疾病領域、新たな技術（個人の特

徴に応じた医療（テーラーメード医療）、再生医療等）などの領域を重視し、先端医療

研究拠点を中核とした複合体に対して、研究資金の弾力的な運用や開発段階からの薬事

相談等の施行的に行う先端医療開発特区（スーパー特区）による実用化促進を含め、革

新的医薬品・医療機器の研究開発を推進する。

（２）世界に通ずる臨床研究拠点医療機関の整備 ６００百万円

外国の研究機関との共同研究計画の作成や契約等の一括実施が可能な「世界に通ずる

臨床研究拠点」（グローバル臨床研究拠点）を整備する。

（３）産官学連携の臨床研究基盤の整備 １，８００百万円

産学連携・医工融合による創薬、医用機器の実用化の加速のため、「医療産学官共同

研究施設」（医療クラスター）において、病院と共同研究先企業等の臨床研究の実用化

を支援する。

（４）後発医薬品の使用促進 ９１百万円

後発医薬品に係る理解を向上させるため、各都道府県に設置した協議会において、実

情に応じた具体的な事業を検討・実施するとともに、パンフレット作成等の普及啓発事

業により使用促進に係る環境整備を継続する。

４．その他

（１）国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構における政策医療等の実施

１１１，４６０百万円

全国的な政策医療ネットワークを活用し、がん、循環器病等に関する高度先駆的医

療、臨床研究、教育研修及び情報発信を推進する。

また、研究機能を中核としたセンター機能を強化するため、高度先駆的医療等の臨床

研究の推進を図るとともに、産官学が密接に連携して基礎研究から臨床研究への実用化

を進める「医療クラスター」の整備を行う。（再掲）
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（２）国立ハンセン病療養所の充実 ３８，６４５百万円

居住者棟の更新築整備を推進するとともに、リハビリ体制を強化するなど、入所者に

対する医療及び生活環境の充実を図る。

（３）経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士の円滑かつ適正な受入（看護師）

２５百万円

外国人看護師候補者の円滑かつ適正な受入を実施する観点から、看護導入研修を実施

するとともに、受入施設に対し巡回指導等を行う。（総事業費８３百万円）


